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■
「
青
年
就
農
給
付
金
」
受
給
対
象

　
者
の
募
集
に
つ
い
て

　「
青
年
就
農
給
付
金
」
と
は
、
青
年
の

就
農
意
欲
の
喚
起
と
就
農
後
の
定
着
を

図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
国
か
ら
新

規
就
農
者
に
対
し
て
給
付
金
を
支
給
す

る
制
度
で
す
。

●
青
年
就
農
給
付
金
「
経
営
開
始
型
」

【
内
容
】

　
農
業
を
始
め
て
か
ら
経
営
が
安
定
す

る
ま
で
の
期
間
（
最
長
５
年
間
）
に
給

付
す
る
も
の

【
給
付
額
】

　
１
５
０
万
円
／
年
（
最
長
５
年
間
）

【
受
給
者
資
格
】

・
独
立
ま
た
は
自
営
就
農
時
点
の
年
齢

　
が
、
原
則
と
し
て
45
歳
未
満
（
平
成

　
22
年
４
月
以
降
の
独
立
ま
た
は
自
営

　
就
農
が
対
象
）

・
前
年
の
所
得
が
２
５
０
万
円
未
満

（
初
年
度
を
除
く
）

【
受
給
要
件
】

・
就
農
さ
れ
る
集
落
の
「
人
・
農
地
プ

　
ラ
ン
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
。

・
農
地
の
所
有
権
ま
た
は
利
用
権
を
給

　
付
対
象
者
が
有
し
て
い
る
こ
と
。

・
主
要
な
機
械
・
施
設
を
給
付
対
象
者

　
が
所
有
ま
た
は
借
り
て
い
る
こ
と
。

・
生
産
物
や
生
産
資
材
な
ど
を
給
付
対

　
象
者
の
名
義
で
出
荷
・
取
引
す
る
こ

　
と
。

・
給
付
対
象
者
の
農
産
物
な
ど
の
売
上

　
な
ど
の
経
営
収
支
に
つ
い
て
、
給
付

　
対
象
者
名
義
の
通
帳
お
よ
び
帳
簿
で

　
管
理
す
る
こ
と
。

●
青
年
就
農
給
付
金
「
準
備
型
」

【
内
容
】

　
県
が
指
定
し
た
農
業
研
修
機
関
で
研

修
を
受
け
る
場
合
、
研
修
期
間
な
ど
に

必
要
な
準
備
金
を
給
付
す
る
も
の

【
給
付
額
】

　
１
５
０
万
円
／
年
（
最
長
２
年
間
）

◎
青
年
就
農
給
付
金
に
は
、
記
載
し
た

要
件
以
外
に
も
条
件
や
制
限
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
い
こ
と
は
町
産
業
振
興
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
受
付
期
間
】

　
随
時
受
け
付
け
ま
す
。

新規就農者に対して
補助金を支給します

詳しくは町産業振興課にお問い合わせください。
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■
平
成
27
年
度
新
規
要
望
を
受
付

　
町
で
は
、
甲
佐
町
農
機
具
導
入
補
助

事
業
に
伴
う
、
平
成
27
年
度
新
規
要
望

を
次
の
と
お
り
受
け
付
け
ま
す
。

●
申
請
期
限

　
10
月
31
日
（
金
）

●
提
出
書
類

・
要
望
調
査
表
（
町
産
業
振
興
課
に
備

　
え
付
け
て
あ
り
ま
す
）

・
参
考
見
積
書

・
導
入
す
る
農
機
具
の
カ
タ
ロ
グ

●
対
象
要
件
な
ど

【
補
助
率
】

　
補
助
対
象
経
費
の
10
分
の
４
以
内

（
２
８
０
万
円
を
上
限
と
す
る
）

【
補
助
対
象
事
業
者
】

・
町
内
で
農
業
を
営
む
生
産
者
集
団

　（
受
益
戸
数
は
３
戸
以
上
で
、
認
定

　
農
業
者
を
１
戸
以
上
含
む
）

・
農
業
生
産
組
合

・
集
落
営
農
組
織

・
農
業
生
産
法
人
な
ど
（
農
業
経
営
を

　
行
う
法
人
）

【
補
助
対
象
内
容
】

　
農
業
経
営
に
必
要
な
農
業
機
械
お
よ

び
そ
の
周
辺
機
器
（
農
業
用
施
設
は
対

象
外
で
す
）

【
要
件
】

・�

県
特
定
高
性
能
農
業
機
械
導
入
計
画

に
お
け
る
農
機
具
の
機
種
ご
と
の
利

用
規
模
に
見
合
っ
た
性
能
で
あ
る
こ

と
・�

対
象
事
業
者
の
組
織
お
よ
び
運
営
の

規
約
の
定
め
が
あ
る
こ
と

・�

導
入
機
械
の
事
業
費
が
１
機
種
30
万

円
を
越
え
て
い
る
こ
と

・
導
入
機
械
に
稼
動
実
績
が
な
い
こ
と

・�

次
期
機
械
更
新
の
た
め
の
更
新
準
備

金
と
し
て
、
積
立
を
実
施
す
る
組
織

で
あ
る
こ
と

▼
申
請
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　
町
産
業
振
興
課

　
TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
７
６

　（
内
線
１
５
７
）

　

k
lg
2
0
7
@
to
w
n
.k
o
sa
.lg
.jp

農 機 具 導 入 補 助
要望を募集します

対 象 要 件 な ど を 確 認 の 上、申 請 し て く だ さ い


